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新たな区役所改革計画の策定にあたって 

 

 本格的な少子高齢社会や人口減少社会の到来、ＩＣＴ（情報通信技術）の普及、

市民の行政参画意識の高まり、地方分権改革に関する議論の進展など、地方行政を

取り巻く環境はかつてないスピードで変化し続けています。 

また、人口等規模の大きい大都市特有の課題として、複雑・多様な地域課題への

対応が広く求められるため、本市では、住民の意見・要望をよりきめ細かく行政に

反映するための新たな住民自治の仕組みとして、地域委員会の創設を進めています。 

こうした状況の中で、本市が多様化する市民ニーズに的確に対応し、市民満足度

の高いきめ細かな行政サービスの提供を行っていくために、市民に最も身近な行政

機関である区役所は、単なる窓口サービスの提供にとどまらず、地域課題解決の拠

点としての役割を果たすことが求められています。 

 

本市では、区役所改革の第一歩を踏み出すものとして、平成１９年１２月に、窓

口サービスの改善や職場風土の改革などの取り組みを中心とした「区役所改革基本

計画」を策定しました。また、この基本計画に基づき、平成２０年度から各区役所

における重点的な取り組みや目標を明確にした区政運営方針を策定し、各区役所の

自主的・主体的な取り組みが進められています。 

 

しかしながら、基本計画の中では、各区役所の取り組みを支える予算、人事、組

織・定員等の仕組みの構築や、区ごとに設置している事務所等のあり方などについ

ては、引き続き検討を進める事項として整理され、また、迅速で質の高い市民サー

ビスや業務の効率化についても、なお一層の推進を図る必要があります。 

さらに、平成２２年度以降、税務事務の集約化、緑区役所徳重支所等の開設及び

支所における福祉業務の拡充が予定されており、区役所機能の強化という視点で総

合的に検討する必要があります。 

 

そこで、区役所のさらなる改革を推進するため、平成２０年４月に、全市的な視

点で検討を行う組織である「区役所改革推進会議」を設置し、区役所において主体

的な検討を行う組織である「区総合調整会議」と連携して検討を進め、このたび、

この計画を取りまとめました。 

今後、この計画等に基づき、区長のリーダーシップのもと、区役所が地域の課題

解決に主体的に取り組むとともに、区役所と局、区内関係行政機関が有機的に連携

してそれぞれの役割を適切に果たすことにより、市民との協働によるまちづくりを

推進していきます。 
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１ 現状と課題 

 

(1) 区役所の予算、組織・定員、人事等システムの視点 

ア 区役所は、「地域の総合行政機関」としての役割を期待されながらも、本庁の

出先機関としての色合いが強く、区役所の自主性・主体性を発揮した地域課題の

解決に向けた取り組みを支える予算、組織・定員等の仕組みが十分に整備されて

いない状況にあります。 

イ 区役所の予算は義務的経費が多く、区長の裁量が発揮できる予算が少ないため、

市民ニーズへの迅速な対応がとりにくく、また、事業所管局の事業ごとに予算が

細分化されているため、効率的・効果的な予算執行ができるようにする必要があ

ります。 

ウ 区役所の定員は、事業所管局が区役所の課単位で管理しており、業務の繁閑に

応じた職員配置など、区長の裁量による弾力的な対応がとれるようにする必要が

あります。 

エ 職員の創意工夫を活かした区政運営を行うためには、区役所に新しい風を吹き

込み、職員の意識改革と活性化を図る必要があります。 

 
(2) 区における総合行政の視点 

ア 市民生活の各般にわたる地域課題を解決するためには、福祉、保健を始め、環

境、土木、消防、教育など幅広い分野にわたる行政機関が連携して取り組む必要

があります。 

イ 市民に最も身近な行政窓口である区役所が各分野を所管する行政機関と連携

し、市民ニーズを的確に把握して、地域の特性に応じたきめ細かな行政サービス

を提供することが求められています。 

ウ 本市が地域の多様な主体の取り組みを支え、地域の特色や独自性を活かしたま

ちづくりをサポートしていくためには、本庁と区役所の役割分担の整理（庁内分

権）や、住民自治の推進（地域内分権）といった都市内分権の議論を踏まえて、

区役所のあり方を検討する必要があります。 

第１章 新たな区役所改革計画策定の趣旨 
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(3) 市民サービスの視点 

ア これまで、窓口取り扱い時間の拡大、地下鉄駅での取り次ぎサービスの拡大な

ど市民サービスの充実に取り組んできましたが、市民ニーズは多様化・高度化し

ており、さらに快適で利便性の高い窓口サービスの実現が求められています。 

イ 人口増加の著しい地域での行政サービス拠点の整備や、支所管内で取り扱う業

務内容の拡充など、地域間におけるサービスの均衡が求められています。 

ウ 低コストで質の高い行政サービスを提供するためには、業務の集約化・効率化

を図る必要があります。 
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２ 区役所の将来像 

 

本計画では、区役所の将来像として、市民との協働のもと、安心・安全で快適な

災害に強いまちづくりや高齢者・障害者がいきいきと暮らし、子どもたちが健やか

に育つまちづくりなどの地域課題を、自らの権限と責任において主体的に解決でき

る「市民に信頼される地域の総合行政機関」をめざします。 

 

 

３ 新たな区役所改革の方向性 

 

  区役所は本庁の出先機関としての色合いが強く、業務の流れは市から区へという

方向が多くみられることから、こうした現状を変革し、区役所が自らの創意工夫に

より、自主性・主体性を発揮した改革に取り組むものとして区役所改革基本計画が

策定されました。 

  本計画では、この改革の流れを踏襲しつつ、さらに、地域課題を主体的に解決で

きる地域の総合行政機関への新たな一歩を踏み出すため、今後、区役所が特に力を

入れて取り組むべき分野である「区の自主性・主体性を発揮したまちづくり」及び

「迅速で質の高い市民サービス」の実現をめざして改革に取り組んでいこうとする

ものです。 

 

(1) 区の自主性・主体性を発揮したまちづくりの実現 

予算、組織・定員などの権限をできる限り区役所へ移譲し、庁内分権を進めてい

くことにより、区役所の企画力・調整力を高めるとともに、他の行政機関との連携

強化により区における総合行政機能を強化することにより、新たな住民自治の仕組

みとして創設する地域委員会の運営支援の中心的な役割を担いながら、地域の特性

に応じたまちづくりを推進します。 

 

(2) 迅速で質の高い市民サービスの実現 

業務の効率化を進め、効率的・効果的な区政運営の実現を図るとともに、市民ニ

ーズに的確・迅速に対応できる質の高い市民サービスを実現します。 
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改革のイメージ 
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〔区役所の将来像〕 

地域課題を主体的に解決できる地域の総合行政機関 

〔新たな区役所改革の方向性〕 

(1) 区の自主性・主体性を発揮したまちづくりの実現 

(2) 迅速で質の高い市民サービスの実現 
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４ 計画の位置づけ 

 

本市では、区役所改革の第一歩を踏み出すものとして、平成１９年１２月に「区

役所改革基本計画」を策定し、各区役所の自主的・主体的な取り組みを中心に、「市

民サービスの向上」・「地域支援体制の強化」・「区役所の機能強化」・「職場風土の改

革」の４つの改革重点分野を柱とする改革を進めてきました。 

本計画は、区役所の将来像の実現をめざし、「区役所改革基本計画」の中では今

後の検討課題とされた予算、組織・定員、人事の仕組みの構築や、他の行政機関と

の連携強化など、地域の総合行政機関としての機能強化を図るための新たな取り組

みを定めたものです。 

また、行政区の適正規模に関し、本市が平成９年に受けた「行政区のあり方懇話

会」提言及び平成１５年に受けた「ＩＴ時代における区の行政サービスあり方懇話

会」提言に基づき、本計画では「区役所改革基本計画」に引き続き、現行の１６行

政区の枠の中で、市と区の役割を見直し、区役所の事業執行についての権限・責任

の強化を図るものとしました。 

なお、本計画における改革の方向性や取り組み内容については、「名古屋新世紀

計画２０１０」、「行財政集中改革計画」等との整合性をとるとともに、現在検討が

進められている「中期戦略ビジョン」策定の動向に注意を払いながら取りまとめま

した。 
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５ 計画の進め方 

 

(1) 取り組みの実施にあたっては、１６区役所が画一的に実施することを前提とせ

ず、各区の特性や実情に応じて実施する手法、条件の整った区役所からモデル的

に先行実施する手法を導入します。 

(2) 計画の取り組み状況については、モニター制度の活用などにより毎年度フォロ

ーアップを実施するとともに、他区の取り組み事例等も参考にしながら、各区で

さらなる改革に取り組みます。 

(3) 本庁（各局）は、区役所の自主的・主体的な改革を支援するとともに、区局間

の調整・連携を強化します。 

(4) 社会状況の変化や財政状況に応じて、必要がある場合には計画の見直しを行い

ます。 

 

６ 計画期間 

 

  平成２１年度から平成２３年度まで 

 

 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 
区役所改革基本計画 

Ⅰ 市民サービスの向上 Ⅱ 地域支援体制の強化 

Ⅲ 区役所の機能強化  Ⅳ 職場風土の改革 

新たな区役所改革計画 
(1) 区が自主性・主体性を発揮できる仕

組みづくり 

(2) 区の総合行政機能の強化 

(3) 窓口サービスの向上と業務の効率化 

区政運営方針 
（各区で策定） 
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１ 改革の３つの柱 

 

  区役所及び区行政に関する現状と課題（２～３頁）を踏まえ、「区が自主性・主

体性を発揮できる仕組みづくり」「区の総合行政機能の強化」「窓口サービスの向上

と業務の効率化」の３つを改革の柱として、具体的な取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

多様化する市民ニーズに的確に対応し、市民満足度の高いきめ細かな行政サー

ビスを提供するため、区役所が自らの創意工夫により自主性・主体性を発揮でき

る予算、組織・定員、人事等の仕組みづくりを行います。 

 

 

 

 

複雑化・多様化する地域課題を解決するため、市民と直接関わる行政の最前線

である区役所の企画調整機能を強化するとともに、市民生活の様々な分野を所管

する行政機関との連携を強化し、区における総合行政を推進します。 

 

 

 

 

地域間における均衡を保ちつつ、迅速で質の高い市民サービスを実現するため、

市民サービス拠点を拡大するとともに、ＩＴ化の進展や市民ニーズの多様化に対

応した利便性の高い窓口サービスを実現します。 

 

第２章 新たな区役所改革の具体的な取り組み 

(1) 区が自主性・主体性を発揮できる仕組みづくり 

(2) 区の総合行政機能の強化 

(3) 窓口サービスの向上と業務の効率化 
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２ 取り組み内容 

 

 

 

■区の創意工夫を活かせる予算システムの構築  

 

区役所が自らの創意工夫により自主性・主体性を発揮し、より効率的・効果的な

予算執行ができるようにします。 

 

① 区長の裁量が発揮できる予算の充実 

区民ニーズを的確に把握し、地域の特性に応じた施策を実施するため、区役所

が自主性・主体性を発揮し、区政運営方針に基づく取り組みを実施するための予

算を拡充します（平成２１年度から実施）。 

また、地域委員会の創設に伴い、小学校区又は中学校区単位での地域課題解決

のため住民自らが使いみちを決定する「地域予算」とあわせて、引き続き対応が

必要な区レベルでの地域課題解決や区役所の創意工夫による窓口サービスの改

善等に必要な予算を確保します。 

 

② 共通事務費予算の整理・統合 

各局から区役所に配当替えされている事務用品代、市内旅費など各課に共通す

る経常的な事務費予算について、区の実情に応じて効率的・効果的な執行ができ

るよう整理・統合します（平成２１年度から実施）。 

 

③ 節約努力の結果の区配当予算への反映 

各局から区役所に配当替えされている予算のうち共通事務費、庁舎管理経費等

について、執行段階における節約努力の結果が配当予算額に反映されるようにし

ます（平成２２年度予算編成から実施）。 

 

④ 区役所の努力により確保した収入の独自財源化 

区役所庁舎内への壁面広告の掲出、自動販売機の設置など区役所の努力により

確保した新たな収入について、区役所の独自財源として共通事務費、庁舎管理経

費等に活用します（平成２２年度予算編成から実施）。 

(1) 区が自主性・主体性を発揮できる仕組みづくり 
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 ⑤ 直接予算要求制度の導入の検討 

区役所が主体的に予算編成に関わる仕組みとして、区役所から事業所管局への

予算要望制度をより効果的に運用します。 

また、区役所自らが予算編成を行うことにより、より効率的・効果的な事業執

行や地域ニーズをより反映した事業執行が可能となるものについては、局から区

役所への予算権限の移譲を進めるとともに、区役所から財政局へ直接予算要求す

る制度の導入を検討します。 

 

 

■新たな組織・定員・人事システムの構築  

 

業務の繁閑や職員の長期休職・育児休業等への対応など、区の実情に応じて市民

サービスの維持・向上を図るための体制を確保することができるようにします。 

 

① 区長の裁量による職員配置ができるシステムの構築 

ア 区長の権限による柔軟な職員配置の拡充 

    平成１６年度に導入した柔軟な職員配置について、時季による業務の繁閑な

ど期間を限定した運用に限らず、一年度を通した応援体制も可能とするよう拡

充します（平成２１年度から試行実施）。 

イ 区長への定員権限の移譲 

区長に定員要望権を付与し、各区の定員課題について総務局（定員管理担当

部署）がヒアリングを実施するとともに、市全体の方針決定の場へ幹事区長が

参画することにより、定員決定に区長の意見が反映できる仕組みとします（平

成２２年度定員から試行実施）。 

また、将来的に区長の裁量が発揮できる定員管理について検討します。 

ウ 長期休職者・育児休業者が生じた場合の対応 

長期休職者への対応として、嘱託職員による代替制度を導入します（平成 

２１年度から実施）。また、育児休業者への対応として正規職員による代替制

度を導入します（平成２２年度から実施予定）。 

 

② 区役所間の定員のアンバランスの是正 

区役所の職員定数について、各業務の対象人口や事務量計算などの指標に基づ

き、区役所間のアンバランスを是正する仕組みを構築します（平成２２年度定員

から実施予定）。 
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③ 市民サービスの拠点の拡大に伴う体制の確保 

税務事務集約化に伴う職員体制の見直し等を活用し、緑区役所徳重支所等の開

設、支所における福祉業務の拡充に必要な職員体制を確保します（平成２２年度

以降順次実施予定）。 

 

④ 防災、選挙、国勢調査などの従事職員の確保 

   防災、選挙など多数の区役所職員の動員が必要となる事務について、税務事務

の集約化に伴う区役所職員数の減少への対応として、市税事務所職員による協力

体制の構築などにより従事職員を確保します（平成２２年度から実施予定）。 

 

⑤ 局と区の人事交流の促進 

区長への若手職員の起用、区役所部長から区長への起用、部長級・課長級職員

の局区間の異動を推進するほか、係長・係員を対象とした局と区の相互交流を推

進します（平成２１年度から実施）。 

 

⑥ 区役所組織の再編 

地域課題の解決のために、関係各局、区内行政機関等との調整や広範な分野の

企画業務に対応できる企画調整機能の強化（課長級組織の設置）や、地域委員会

の創設に伴う支援体制の整備など、区役所の機能強化に向けて組織を再編します

（平成２２年度から実施予定）。 

 

⑦ 区の実情に応じた組織体制整備の仕組みの導入の検討 

地域課題の解決や市民サービス向上のための重点的な取り組みができるよう、

既存ポストを廃止し、各区の課題に応じたポストを設置するなど、区長の判断に

より、区の実情に応じた組織体制の整備が可能となるような仕組みの導入を検討

します。 
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■市民ニーズを的確に反映した区政運営の推進  

 

複雑・多様化する地域課題に対応できるよう区役所の企画調整機能の強化を図

り、市民ニーズを的確に反映した区政運営を推進します。 

 

① 市民ニーズを把握する手法の充実 

区役所の職員を各地域担当として割り振る地域担当制や区民アンケート、地域

懇談会の実施、区政モニターの設置など多様な方法で市民ニーズを把握し、区政

運営方針の策定や事業の立案に反映させます（平成２１年度から実施）。 

 

② 企画調整機能の強化 

   区の予算・決算、区政運営方針の策定・進行管理等に加え、関係各局、区内行

政機関等との調整や広範な分野の企画業務に対応できるよう、区役所の企画調整

機能を強化するための組織体制を整備します（平成２２年度から実施予定）。 

 

③ 区役所への事務事業の移譲の推進 

本庁と区役所の役割分担を明確にし、効率的・効果的な事業執行や地域ニーズ

をより反映した事業執行の観点から、区役所への事務事業の移譲を推進します

（平成２２年度以降順次実施予定）。 

なお、具体的な事務事業の移譲にあたっては、各区の地域特性等を考慮して条

件の整った区からモデル的に先行実施する手法を導入します。 

 

④ 区政推進会議の活動の活性化 

区役所と区内公所等との連携強化を図るための区政推進会議について、区政運

営方針の策定のための検討・調整、地域課題の解決に向けた具体策の検討などテ

ーマ討議の実施や、分科会方式の導入など各区の実情に応じて活動を活性化しま

す（平成２１年度から実施）。 

 

⑤ 地域委員会による住民自治の推進 

新たな住民自治の仕組みとして創設を進めている地域委員会について、モデル

地域の選定、委員の選任、委員会の運営支援、地域予算に関する調整など、区役

所が運営支援の中心的役割を担い、市民の意見・要望をよりきめ細かく行政に反

映するとともに、市民の行政への参画を推進します（平成２１年度から実施）。 

(2) 区の総合行政機能の強化 



 - 13 -

 

■区ごとに設置している事務所等との連携強化  

 

様々な分野にわたる地域課題への対応（地域委員会の運営支援を含む。）を図る

ため、区役所と環境事業所、土木事務所など区ごとに設置している事務所との連携

を強化するほか、保健と福祉の連携強化を図ります。また、各事務所等が実施して

いる業務の集約化・効率化など業務執行体制の見直しを行います。 

 

① 環境事業所、土木事務所等との連携強化 

ア 環境事業所との連携強化 

ごみ減量活動などの啓発事業や災害時の対応について連携を強化するとと

もに、地域における環境活動の支援など地域課題の解決に向けた対応の強化を

図ります（平成 2２年度から順次実施予定）。 

イ 土木事務所との連携強化 

道路・河川・公園等に関する要望への対応や災害時の対応について連携を強

化するとともに、ソフト・ハード両面からの一体的なまちづくりなど地域課題

の解決に向けた対応の強化を図ります（平成 2２年度から順次実施予定）。 

また、連携をさらに一歩進め、土木事務所を区の組織として位置づけ、市民

に身近な道路・河川・公園の維持管理等の業務を区役所へ移管することを検討

します。 

ウ 職員兼務体制の強化 

環境事業所、土木事務所の区役所兼務職員を所長、副所長及び係長級職員に

拡充するとともに（副所長は土木事務所のみ）、区役所における担当事務を現

在の「安心・安全で快適なまちづくりの推進」に限らず、区政運営方針の策定、

地域委員会の運営支援、災害対策、その他各事務所が所管する分野に係る区政

運営全般の企画に拡充します。また、消防署についても、災害対策などで区役

所と一層の連携が図れるよう、同様に職員兼務（併任）体制を強化します（平

成 23 年度から実施予定）。 

（注）現在の兼務体制 

       環境事業所：所長が区役所区民生活部主幹を兼務 

       土木事務所：副所長（副所長を置かない事務所にあっては所長）が 

区役所区民生活部主幹を兼務 

       消 防 署：副署長が区役所区民生活部主幹を併任 
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② 保健と福祉の連携強化 

   子育て支援や高齢者介護などについて保健と福祉の連携を強化するとともに、

区民福祉部（社会福祉事務所）と保健所双方で行っている事業について整理・統

合を進めます（平成 23 年度から実施予定）。 

   また、市民サービス向上の観点から、保健と福祉に関するサービスを一体的に

提供できるような区民福祉部（社会福祉事務所）と保健所の組織体制のあり方に

ついて検討します。 

なお、現在、単独庁舎となっている保健所について、区役所の庁舎に空きスペ

ースが生じる場合や建替えなど条件が整った場合に合同庁舎化を進めます（平成

２３年度以降順次実施予定）。 

 

③ 業務の集約化・効率化など業務執行体制の見直し 

   区ごとに設置している事務所等について、簡素で効率的な市政運営と専門的な

業務執行体制の確保等の観点から、業務の集約化・効率化を推進します。 

ア ごみ収集業務の民間委託の推進（環境事業所） 

行政運営の効率化を図るため、ごみ収集業務の民間委託を進めます。なお、

行政サービスの水準や非常時・災害時に対応できる体制は維持します（平成 

２２年度から順次実施予定）。 

イ 境界測量業務の集約化（土木事務所） 

各土木事務所で実施している境界測量業務について、業務の効率化と技術的

専門性を確保するため、方面別に集約化します。また、これまで１件の申請の

際に複数の窓口へ申請書提出が必要であった場合（認定道路は土木事務所、公

園は本庁など）について、１か所で受付できるようにします（平成２１年度か

ら実施）。 

ウ 公害対策業務の集約化（保健所） 

業務の高度専門化や広域的な課題等に対応するため、各保健所で実施してい

る公害対策業務を方面別に集約化し、専門的な監視体制を強化するとともに業

務の効率化を図ります（平成２２年度から実施予定）。
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■窓口サービス等のさらなる改善  

 

窓口環境の改善や職員の接遇・ホスピタリティの向上により、市民がより便利で

快適な窓口サービスを受けられるようにします。また、低コストで質の高いサービ

スを提供するため、費用対効果などを勘案し、事務の集約化を推進します。 

 

① 窓口環境の改善 

 ア 快適でわかりやすい窓口の実現 

狭あいな待合スペースの拡充や、届出受付窓口へのローカウンターの導入の

ほか、わかりやすいサイン表示など各区で庁舎の実情に応じた改善策を検討し、

快適でわかりやすい窓口を実現します（平成２２年度以降順次実施予定）。 

 イ 庁舎の有効活用による市民利用スペースの充実 

窓口スペースや通路等の狭あい状態の解消や、授乳室、キッズコーナーの設

置など、税務事務の集約化により生じる庁舎スペース等を有効活用し、各区の

事情に応じて市民利用スペースの充実を図ります（平成２２年度以降順次実施

予定）。 

 ウ 証明発行窓口の集約 

便利でわかりやすい窓口を実現するため、各区役所の庁舎スペース等の実情

に応じて、住民票の写し、戸籍謄抄本、納税証明などの証明発行窓口を同一フ

ロアに集約します（平成２２年度から実施予定）。 

 エ 届出・申請ワンストップ窓口の設置の検討 

現在は数か所の窓口を移動して行う必要があるライフイベント（引越し、結

婚、出産など）に伴う複数の届出・申請について、１箇所で受け付ける窓口の

設置を検討します。 

その第一歩として、現行のシステム・体制の中で、ライフイベントに伴う市

民課関係の届出・申請と保険年金課関係の届出・申請を１か所で受け付ける窓

口を設置するなど、区独自のモデル的な取り組みについても検討を進めます。 

 オ 住民票の写しなどの取得機会の拡充の検討 

住民票の写しなどを容易に取得できるよう、地下鉄駅長室取次ぎなどのサー

ビスの拡充のほか、証明書自動交付機の導入についても検討します。 

 

(3) 窓口サービスの向上と業務の効率化 
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② 職員の接遇・ホスピタリティの向上 

 ア フロアサービスの充実 

市民が円滑に手続きを行えるよう、職員と連携して、申請書記載指導案内や、

混雑時のフロア整理を行う派遣職員を各区役所に配置します（平成２１年度か

ら実施）。 

 イ 職員の接遇・ＣＳ（お客様満足度）の向上 

従来から実施している窓口アンケートに加え、接遇・ＣＳのプロによる窓口

調査に基づく課題の洗い出しと区長のリーダーシップによる改善の取り組み

を実施し、その効果を再度の窓口アンケートで確認するなど、継続的な改善を

実施します（平成２１年度から実施）。 

 

③ 業務の集約化等 

 ア 住民票等に関する郵送請求事務の集約化 

事務の迅速化・効率化を図るため、各区役所・支所で実施している住民票等

の郵送請求に係る事務を１か所の事務処理センタ－に集約化します（平成２２

年度以降順次実施予定）。 

 

イ 税務事務の集約化 

市域全体を３つのブロックに分け、各ブロックに市税事務所と出張所を１か

所ずつ設置し、各区役所・支所で行っている市税に関する事務を集約化します

（平成２２年度から実施予定）。 

 

 

■市民サービスの拠点の拡大  

 

地域間におけるサービス均衡を図り、お客様がより身近なところでサービスを受

けられるよう、税務窓口拠点の拡大や、支所における福祉業務の拡充等を行います。

 

① 税務事務の集約化に伴う税務窓口の拠点の拡大 

市域全体を３つのブロックに分け、各ブロックに市税事務所と出張所を１か所

ずつ設置し、各区役所・支所で行っている市税に関する事務を集約化します。ま

た、事務の集約化に伴い、区役所や支所に加え、市税事務所や出張所にも税務窓

口を設置し、窓口拠点を拡大します（平成２２年度から実施予定）。〔再掲〕 
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② 緑区役所徳重支所の整備及び支所における福祉業務の拡充 

   緑区に本市６番目の支所とあわせて、地区会館、保健所分室及び図書館といっ

た支所管内施設を一体的に整備します（平成２２年度開設予定）。 

また、支所においても区役所と同様の福祉サービスの手続きができるよう、支

所における福祉業務を拡充します（平成２３年度以降実施予定）。 
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参考（パブリックコメント実施結果） 

 

 

○実施時期 

   平成２２年２月１日（月）から平成２２年３月２日（火）まで 

 

○意見提出状況 

・意見提出者 １５名 

・意見数   ４２件 

 

○意見提出方法 

  ・郵便     ６名 

・ファックス  ６名 

・電子メール  ３名 

 

○意見の内訳 

  ①計画案全体に関すること 

   ・計画策定の趣旨に関すること <２件> 

   ・その他計画全体に関すること <２件> 

 ②具体的な取り組みに関すること 

   ・予算・人事等のシステムに関すること <５件> 

   ・市民ニーズの把握と区政運営への反映に関すること <４件> 

   ・区ごとに設置している事務所等のあり方に関すること <１３件> 

   ・窓口サービスに関すること <８件> 

   ・職場風土の改革に関すること <２件> 

   ・地域活動に関すること <２件> 

   ・その他の取り組みに関すること <４件> 

 

 ○計画に反映した意見 

・市民（地域）の目線から、わかり易い区政であること。地域の声、情報、要望

がわかり易く収集され、それが反映されるものであること。 

→計画の取り組み状況については、モニター制度の活用などにより毎年度フォ

ローアップを実施することを追加 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

新たな区役所改革計画 

～改革の新たな一歩 地域の総合行政機関をめざして～ 
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